
（ 公 印 省 略 ） 

障第３０４２３－１号 

令 和 ８ 年 ４ 月 ６ 日 

 

 

各障害福祉サービス事業所等 代表者 様 

 

 

群馬県健康福祉部福祉局障害政策課長 千葉 純也 

 

 

令和８年度福祉・介護職員等処遇改善加算計画書の提出について（通知） 

 

 

平素より、本県の障害福祉行政の向上に御尽力いただき、厚く御礼申し上げます。 

さて、令和８年４月から（加算新設事業所のみが所属する事業者など令和８年４月及び５月分

は申請しない事業者にあっては、令和８年６月から）標記加算の算定を希望する場合は、下記の

とおり、計画書等を提出いただきますようお願いいたします。 

計画書作成にあたっては、詳細は、別添「福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考

え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について（令和８年度分）」（令和８年３月３１日付障

障発０３３１第１号、こ支障第７８号）を御確認ください。 

 

記 

 

１ 提出書類 

  別紙様式２ 

※ 「基本情報入力シート」、「別紙様式２－１（処遇改善加算 総括表）」、「別紙様式２－

２（個票（４、５月））」「別紙様式２－３（個票（６月以降））」を入力してください。 

※ 群馬県へ提出する場合、根拠資料については、適切な保管について誓約欄で確約するこ

とで原則提出は不要です。 

 

 

２ 提出期日 
  〇令和８年４月または５月から算定する場合  

→ 令和８年６月以降の申請に係る計画とあわせて、令和８年４月 15 日（水）必着 

 

〇令和８年６月から算定する場合（加算新設事業所のみが所属する事業者など） 

 → 令和８年６月 15日（月）必着 

 

※前年度に引き続き加算を算定する場合も、必ず令和８年度様式で改めて提出してくだ

さい。期限までに提出がない場合は、加算の算定はできません。 

   ※厚労省の通知発出が遅れたため、上記期日を過ぎても受付を行いますが、台帳 
の登録が請求に間に合わない恐れがあるため、なるべく期日までの御提出に御 
協力ください。 
また、４月からの算定・継続又は５月から算定する事業者様は、遅くとも 
４月３０日までに御提出ください。 



 
３ 提出先 ※手続きに遺漏ないよう御確認ください※ 
  各サービスの指定権者に提出してください。 
  （基準該当事業所については、各登録市町村に提出してください。） 
 

※指定権者が異なる複数の事業所を運営する事業者の場合、各指定権者への提出が 
必要です。（提出書類や提出方法等、各指定権者の指示に従ってください。） 

 
  ※複数の障害福祉サービス事業所等を有する障害福祉サービス事業者等について 

は、別紙様式２及び３の処遇改善計画書等について、事業者（法人）単位で一括 
して作成して差し支えありません。 
なお、各障害福祉サービス事業所等の指定等権者に提出する処遇改善計画書等の 
記載事項は、「提出先」の項目以外は同一の内容で差し支えありません。 

  
   
４ 提出方法（群馬県へ提出する場合） 
 ぐんま電子申請受付システム（LoGo フォーム）へ Excel データを提出 

【URL】 https://logoform.jp/form/9cfD/1480530 

ファイル名は「【法人名】障害福祉サービス等処遇改善計画書」としてください。 

（例：【(福)群馬県庁会】障害福祉サービス等処遇改善計画書.xlsx） 

※ 群馬県へ提出する場合、指定のフォーム以外への提出（メールや郵送）は受付けません

ので、御留意ください。 

 
５ お問合せについて 
 （１）厚生労働省相談窓口 

   電話番号 050-3733-0230 受付時間 9:00～18:00（土日含む） 
（２）指定権者の担当課 

群馬県へお問い合わせの際は、質問・相談フォームを御活用ください。 
 
６ 届出の際の留意事項 
（１）計画書には、加算を算定するサービスを全て記載する必要があります。記載の

ないサービスは加算の算定ができませんので、御注意ください。 
（２）様式の濃いオレンジ色のセルに「×」が表示された場合、記入内容が要件を満

たしていないか、未入力の欄があります。必ず修正して提出してください。 
（３）提出フォーム（Logo フォーム）の申請状況が「対応完了」になるまでは、内容

審査中です。審査完了前に便宜的に請求どおり支払決定されることがあります
が、遡って過誤調整をお願いする場合もございます。 

 

 
（事務担当） 

群馬県健康福祉部福祉局障害政策課 

 

障害福祉サービス等質問・相談フォーム 

【URL】https://forms.office.com/r/NWUKQwDykr 

（例）桐生市に就労継続支援 B 型事業所と特定相談支援事業所、 
前橋市に生活介護事業所 を有する事業者の場合 

 
→群馬県、前橋市、桐生市に処遇改善計画書を提出 

https://logoform.jp/form/9cfD/1480530
https://forms.office.com/r/NWUKQwDykr

